
７．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護児童生徒）
①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定 ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定

44 44 44 44 44 44 0 20 22 2 0 1 18 17 4 2 25 19 0 0 1 22 17 3 1 1

茨城県 水戸市
水戸市教育委員会事務局教育部学
校管理課 029-306-8673 school.edu@city.mito.lg.jp

http://www.city.mito.lg.jp/000042/000121/000122/p00134
4.html ○ ○ ○ ○

茨城県 日立市 日立市教育委員会学務課 0294-22-3111 gakumu@city.hitachi.lg.jp http://www.city.hitachi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 土浦市 土浦市教育委員会学務課 029-826-1111 gakuji@city.tsuchiura.lg.jp http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000090.html ○ ○ ○ ○

茨城県 古河市 教育部 教育総務課 0280-22-5111 kyouiku.soumu@city.ibaraki-koga.lg.jp http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 石岡市 教育総務課 0299-43-1111 kyouikusoumu@city.ishioka.lg.jp http://www.city.ishioka.lg.jp/page/dir000508.html ○ ○ ○ ○

茨城県 結城市 結城市教育委員会 学校教育課 0296-32-9997 school@city.yuki.lg.jp http://www.city.yuki.lg.jp/page/page001223.html ○ ○ ○ ○

茨城県 龍ケ崎市 教育委員会教育総務課 0297-60-1561 kyouikusoumuka@city.ryugasaki.ibaraki.jp
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kyoiku/kyoiku/kyoik
uiinkai/index.html ○ ○ ○ ○

茨城県 下妻市 下妻市教育委員会学校教育課 0296-44-0740 gakko@city.shimotsuma.lg.jp http://www.city.shimotsuma.lg.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 常総市 教育委員会 学校教育課 0297-44-6346 kyouigakumu@city.joso.lg.jp
http://www.city.joso.lg.jp/iumin/kosodate kyoiku
sports/kyoiku/oshirase/1421306444263.htm ○ ○ ○ ○

茨城県 常陸太田市 教育委員会教育総務課 0294-72-3111 gakumu2@city.hitachiota.lg.jp http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 高萩市 教育総務課 0293-23-1131 k-soumu@city.takahagi.lg.jp http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 北茨城市 北茨城市教育委員会 教育総務課 0293-43-1111 ky-soumu@city.kitaibaraki.lg.jp http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 笠間市 教育委員会学務課
0296-77-1101（内
線373） info@city.kasama.lg.jp http://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/kyoiku/ ○ ○ ○ ○

茨城県 取手市 取手市教育委員会 学務給食課
0297-74-2141 内
線2021 gakkou-kyouikuka@city.toride.ibaraki.jp https：//www.city.toride.ibaraki.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 牛久市 牛久市教育委員会教育総務課 029-873-2111 kyouiku@city.ushiku.ibaraki.jp http://www.city.ushiku.lg.jp/page/dir000086.html ○ ○ ○ ○

茨城県 つくば市 教育局 学務課 029-883-1111 edc030@city.tsukuba.lg.jp http://www.city.tsukuba.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 ひたちなか市 学務課 保健給食室 029-273-0111 gakumu@city.hitachinaka.lg.jp
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/15/3/6/1006.ht
ml ○ ○ ○ ○

茨城県 鹿嶋市
教育委員会事務局 鹿嶋っ子育成
課 0299-82-2911 kashimako1@city.ibaraki-kashima.lg.jp http://city.kashima.ibaraki.jp/info/detail.php?no=4900 ○ ○ ○ ○

茨城県 潮来市 学校教育課 0299-63-1111 ed-school@city.itako.lg.jp http://www.city.itako.lg.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 守谷市 守谷市教育委員会 学校教育課 0297-45-1111 gakkou@city.moriya.ibaraki.jp
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kosodate_kyouiku/kyoik
u/gakko/shochu/enjo.html ○ ○ ○ ○

茨城県 常陸大宮市
常陸大宮市教育委員会 学校教育
課

0295-52-1111（内
線338） gakyou@city.hitachiomiya.lg.jp http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 那珂市 教育部 学校教育課 029-298-1111 gakkou-k@city.naka.lg.jp http://www.city.naka.lg.jp/page/page000671.html ○ ○ ○

茨城県 筑西市 学務課 0296-22-0181 gakumu@city.chikusei.lg..jp http://www.city.chikusei.lg.jp/page/page002329.html ○ ○ ○ ○

茨城県 坂東市 教育委員会学校教育課 0297-35-2121 gakko@city.bando.ibaraki.jp http://city.bando.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 稲敷市 教育学務課 029-892-2000 info@city.inashiki.lg.jp http://www.city.inashiki.lg.jp/index.html ○ ○ ○ ○

茨城県 かすみがうら市 教育委員会学校教育課 029-897-1111 gakkokyoikuka@city.kasumigaura.lg.jp http://edu.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gakkokyoikuka/ ○ ○ ○ ○

茨城県 桜川市 桜川市教育委員会 学校教育課 0296-55-1198 gakkou_s@city.sakuragawa.lg.jp http://www.city.sakuragawa.lg.jp/index.html ○ ○ ○ ○

茨城県 神栖市 教育委員会学務課 0299-77-7347 gakko@city.kamisu.ibaraki.jp http://www.city.kamisu.ibaraki.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 行方市 行方市教育委員会学校教育課 0291-35-2111 name-gakkyo02@city.namegata.lg.jp http://www.city.namegata.ibaraki.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 鉾田市 教育委員会 教育総務課 0291-37-4340 gakkou@city.hokota.lg.jp http://www.city.hokota.lg.jp/page/dir000038.html ○ ○ ○ ○

茨城県 つくばみらい市
茨城県つくばみらい市教育委員会
学校教育課 0297-58-2111 gakkou01@city.tsukubamirai.lg.jp http://www.city.tsukubamirai.lg.jp ○ ○ ○ ○

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答…入学前支給を導入した時期
①でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

（１）平成３０年７月時点の貴市区町村の実施状況について（各あてはまるもの１つに○） （２）（１）の補足
（小学校，中学校で内容が異なる場合は分けて記載）

＜中学校＞④
③でアと回答…入学前支給を導入した時期
③でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

 就学援助制度問い合わせ先（広報用）①都道府県 ②市町村名



44 44

茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市

茨城県 古河市

茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市

茨城県 取手市

茨城県 牛久市

茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市

茨城県 守谷市

茨城県 常陸大宮市

茨城県 那珂市

茨城県 筑西市

茨城県 坂東市

茨城県 稲敷市

茨城県 かすみがうら市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市

茨城県 鉾田市

茨城県 つくばみらい市

①都道府県 ②市町村名
（４）カの内容

カ．その他 ア．
８月以
前

イ．
 ９月

ウ．
１０月

エ．
１１月

オ．
１２月

カ．
１月

キ．
２月

ク．
３月

ア．受給者に対
し，支給額の返
還を求める。

イ．返還は求め
ず，転居先の市
町村に対して，
支給済みである
旨を連絡する。

ウ．その他（内
容を７．（９）
に記入してくだ
さい。）

11 13 1 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 2 2 2 7 18 0 0 25

○ ○ ○ ○

本市では平成30年度入学分から実施し，返還事例は生じていな
いが，二重支給，支給漏れ防止のため，対応方法の指針を国に
示してもらいたい。

○ ○ ○ ○
返還は求めず，転居先の市町村に対して，支給済みである旨を
連絡する。

○ ○ ○ ○
学籍担当と連携を図り、転入・転出者をリスト化し、定期的に
照合を実施することで、対象者への処理漏れを防止する。

○ ○
返還は求めず，転居先の市町村に対して，支給済みである旨を
連絡する。

○ ○ 入学通知書と同封して配付 ○ ○

入学準備金を支給した児童生徒の名簿を作成し，各学校に配布
することで，教育委員会と学校での二重でのチェックを徹底す
る。

○ ○

・児童生徒の転出入者の確認を行う際に就学援助費の受給者で
ないかのチェックを行う。
・転出先の市町村に対して，支給済みである旨を連絡する。

○ ○ ○ 受給者に対し，支給額の返還を求めること。

○ 就学通知送付時に制度案内を配付 ○ ○

・住所異動等の可能性がある時には入学前支給の申請をしない
ように案内する。
・生活保護担当部署や，他市町村との連携をはかる。

○ ○ 保護者全員に案内・申請書を郵送。 ○ ○
返還は求めず，転居先の市町村に対して，支給済みである旨を
連絡する。

○ ○ ○

・転出した児童については返還は求めず，転居先の市町村に対
して，支給済みである旨を連絡している。
・転入については、転入前市町村に支給の有無を確認する。

○ ○

・平成２９年度（平成３０年度は小学校入学予定者）へは
就学通知（１月）に入学準備金案内チラシを同封実施済。
・平成３０年度（平成３１年度入学予定者）については１
０月から実施する就学時健康診断時に入学準備金案内チラ
シを配布予定。 ○ ○

入学準備金の支給を受けた後、入学前に転出した場合は、転出
先の教育委員会へ入学準備金の支給を受けた旨を通知し、二重
支給を防止する。

○ ○ ○ 受給者に対し，支給額の返還を求めること。

○ ○
転居先の市町村に対して、支給済みである旨を連絡する（電話
での連絡だけでなく、市町村間で文書でのやり取りを行う。）

○ ○ ○ ○ 支給対象者の就学先を把握する

○ ○ ○ 学級編成担当との連携，情報の共有。

○ ○ ○ ○ 支給済みであるかどうか，確認を徹底する。

○ ○

・現在の小学校６年生の準要保護該当者に対して，入学前
支給を実施することを何月頃に通知を出し、お知らせした
ら良いか。
・口座振込・現金支給のどちらにするか。
・中学校から那珂市ではない私立学校へ進学する児童の把
握の仕方やその該当者には支給をするのかどうかなどが課
題。

○ ○ ○
定期的に住民票の異動を把握すると共に、各学校と連携し、転
出等の情報が入った際は、速やかに保護者と連絡を取る。

○ ○ ○ 児扶認定者へお知らせを郵送 ○ ○
返還は求めず，転居先の市町村に対して，支給済みである旨を
連絡する。

○ ○ ○ ○ 市町村間の連絡

○ 新1年生保護者宛通知を発送 ○ ○
返還は求めず，転居先の市町村に対して，支給済みである旨を
連絡する。

○ ○ ○ 就学通知や新入生保護者説明会での案内 ○ ○ 転居先の市町村と支給関係について密に連絡を取る。

ア．予算確
保が困難

イ．規則改
正などの内
部手続きに
時間がかか
る。

ウ．認定回
数が増える
などの事務
業務量が増
加する。

（８）（１）①③でアを選択した場合，入学
前支給後の転居等，入学時に支給対象外と
なった際の対応（１つ選択）エ．支給後

の転居など
により，二
重支給や支
給漏れが発
生する恐れ
がある。

オ．その他エ．域内の
小中学校で
案内を配布
（兄弟姉妹
がいる可能
性があるた
め）

オ．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等からの案
内の配布

（７）（６）オの内容

ア．自治体
の広報誌や
ＨＰに掲載

イ．就学時
健康診断の
際に案内を
配布

ウ．域内の
幼稚園や保
育所で案内
を配布

（３）①でアを選択した場合
小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

（５）（１）①③でアを選択した場合
支給した（する）時期（複数該当する場合は最も早い時期に○）

（６）（１）①③でウを選択した場合
入学前支給実施に向けての課題（複数可）

ケ．
４月初
旬
（入学
式前）

※追加

（９）（８）ウの内容 （１０）（１）①③でアを選択した場合，二重支給や支給漏れ
防止のための望ましい対応



７．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護児童生徒）
①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定 ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答…入学前支給を導入した時期
①でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

（１）平成３０年７月時点の貴市区町村の実施状況について（各あてはまるもの１つに○） （２）（１）の補足
（小学校，中学校で内容が異なる場合は分けて記載）

＜中学校＞④
③でアと回答…入学前支給を導入した時期
③でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

 就学援助制度問い合わせ先（広報用）①都道府県 ②市町村名

茨城県 小美玉市 教育委員会 学校教育課 0299-48-1111 gakko@city.omitama.lg.jp http://www.city.omitama.lg.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 茨城町 茨城町教育委員会学校教育課 029-240-7121 gakkou@town.ibaraki.lg.jp
http://www.town.ibaraki.lg.jp/kosodate/nyuugaku/gakkou
/school/tetuduki/1454128562446.html ○ ○ ○ ○

茨城県 大洗町 学校教育課 029-267-5111 gakukyo@town.oarai.lg.jp http://www.town.oarai.lg.jp/ ○ ○ ○

茨城県 城里町
城里町教育委員会 学校教育グ
ループ 029-288-7010 gakkou@town.shirosato.lg.jp http://www.town.shirosato.lg.jp/page/dir000012.html ○ ○ ○ ○ 平成31年度入学生より実施（平成30年度内支給）

茨城県 東海村 東海村教育委員会 学校教育課 029-282-1711 kyouiku@vill.tokai.lg.jp http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 大子町
大子町教育委員会事務局 学校教
育担当 0295-79-0170 kyouiku@town.daigo.jp http://www.town.daigo.ibaraki.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 美浦村 学校教育課 029-885-0340 gakkou@vill.miho.lg.jp http://www.vill.miho.lg.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 阿見町 教育委員会学校教育課 029-888-1111 gakkokyoikuka-ofc@town.ami.lg.jp http://www.town.ami.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

茨城県 河内町
教育委員会事務局 学校教育グ
ループ 0297-84-3322 kyoui@town.ibaraki-kawachi.lg.jp http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 八千代町 学校教育課 0296-48-1519 gakkou2@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp
http://www.town.ibaraki-
yachiyo.lg.jp/page/dir000420.html ○ ○ ○ ○

茨城県 五霞町 教育委員会 学校教育グループ 0280-84-1462 kyouiku@town.goka.lg.jp http://www.town.goka.lg.jp ○ ○ ○ ○

茨城県 境町 教育委員会 学校教育課 0280-81-1325 gakumu@town.ibaraki-sakai.lg.jp http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000710.html ○ ○ ○ ○

茨城県 利根町 学校教育課 0297-68-2211 gakkou@town.tone.lg.jp http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page000402.html ○ ○ ○ ○



①都道府県 ②市町村名

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町

茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町

茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

茨城県 河内町

茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町

茨城県 利根町

（４）カの内容

カ．その他 ア．
８月以
前

イ．
 ９月

ウ．
１０月

エ．
１１月

オ．
１２月

カ．
１月

キ．
２月

ク．
３月

ア．受給者に対
し，支給額の返
還を求める。

イ．返還は求め
ず，転居先の市
町村に対して，
支給済みである
旨を連絡する。

ウ．その他（内
容を７．（９）
に記入してくだ
さい。）

ア．予算確
保が困難

イ．規則改
正などの内
部手続きに
時間がかか
る。

ウ．認定回
数が増える
などの事務
業務量が増
加する。

（８）（１）①③でアを選択した場合，入学
前支給後の転居等，入学時に支給対象外と
なった際の対応（１つ選択）エ．支給後

の転居など
により，二
重支給や支
給漏れが発
生する恐れ
がある。

オ．その他エ．域内の
小中学校で
案内を配布
（兄弟姉妹
がいる可能
性があるた
め）

オ．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等からの案
内の配布

（７）（６）オの内容

ア．自治体
の広報誌や
ＨＰに掲載

イ．就学時
健康診断の
際に案内を
配布

ウ．域内の
幼稚園や保
育所で案内
を配布

（３）①でアを選択した場合
小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

（５）（１）①③でアを選択した場合
支給した（する）時期（複数該当する場合は最も早い時期に○）

（６）（１）①③でウを選択した場合
入学前支給実施に向けての課題（複数可）

ケ．
４月初
旬
（入学
式前）

※追加

（９）（８）ウの内容 （１０）（１）①③でアを選択した場合，二重支給や支給漏れ
防止のための望ましい対応

○ ○

・転出市町村は転入先の市町村に対して，支給済みである旨の
通知する。
・転入先の市町村は，転出市町村に電話等で入学前支給受給の
有無の確認をする。

○ ○
・申請書と同時に同意書（転出しない旨を記載）の提出。
・転出先へ支給済みの連絡。

○ ○

入学前申請者は前年度課税証明書、入学後申請者は当年度
課税証明書により収入を判断することや学校の意見の有無
など、認定方法に差が出てしまう。

○ ○ ○ 申請書にて二重受給を行わない旨の念書（押印付）欄を作成

○ ○ ○ 受給者に対し，支給額の返還を求めること。


